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    令和５年度 
      第７回大分県教育委員会 
 
 
 

【議 事】 
 

（１）議 案 

   第１号議案 令和５年第２回定例県議会議案に対する教育委員会の意見につい 

         て 

    

   第２号議案 教職員の分限処分について 

 

（２）報 告 

① 安心院高校の魅力化及び全国募集の進捗状況について 
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【内 容】 
 
１ 出席者

   

教育長                    岡 本 天津男 
委 員 委 員（教育長職務代理者）          林   浩 昭    

        委 員                                       岩 崎 哲 朗 
        委 員                                       高 橋 幹 雄 
        委 員                                       鈴 木   恵 
        委 員                                       岩 武 茂 代 
 

事務局  理事兼教育次長                               渡 辺   登 
        教育次長                                     三 浦 一 雄 
        教育次長                                     武 野   太 
       教育改革・企画課長              重 親 龍 志 
      教育人事課長                             吉 雄 幸 平 
      教育財務課                  神 﨑 文 隆 
      義務教育課長兼幼児教育センター所長      小 野 勇 一 

高校教育課長                 山 田 誠 司 
        社会教育課長                 森 山 貴 仁 
      体育保健課                  佐 保 宏 二 

教育改革・企画課 総務企画監         小 野 裕 二 
教育改革・企画課 課長補佐（総括）           新 貝   隆 

        教育改革・企画課 主査                       長 山 佳 史 
      教育改革・企画課 主任                       久知良 周平 
 
 
 

２ 傍聴人                             ４ 名    
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開会・点呼 
（岡本教育長） 
   委員の出席確認をいたします。 

本日は、全委員が出席です。 
それでは、ただ今から、令和５年度第７回教育委員会会議を開催します。 
 
 

署名委員指名 

（岡本教育長） 
   本日の議事録の署名については、鈴木委員にお願いします。 

 

 

会期の決定 

（岡本教育長） 
本日の会議はお手元の次第のとおりです。会議の終了は１０時４０分を予定し

ていますので、よろしくお願いします。 
 
 

議       事 

（岡本教育長） 
会議は原則として公開することとなっていますが、第２号議案は、人事に関す

る案件ですので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただ

し書の規定により、これを公開しないことについて、委員の皆さんにお諮りいた

します。 
 賛成の委員は挙手をお願いします。 
 

（採 決）全員挙手 

 

（岡本教育長） 
第２号議案は、非公開といたします。 

 

（岡本教育長） 

本日の議事進行は、始めに公開による議事を行い、次に非公開による議事を行

います。 
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【議 案】 

第１号議案 令和５年第２回定例県議会議案に対する教育委員会の意見について 

（７課〔教育改革・企画課、教育人事課、教育財務課、義務教育課、高校教育課、

社会教育課、体育保健課〕入室） 
 
（岡本教育長） 

それでは、第１号議案「令和５年第２回定例県議会議案に対する教育委員会の

意見について」提案しますので、教育改革・企画課長から説明をしてください。 

 

（重親教育改革・企画課長） 

第１号議案「令和５年第２回定例県議会議案に対する教育委員会の意見」につ

いてご説明します。 

   資料の３ページをご覧ください。 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、知事から、

７月５日に開会する令和５年第２回定例県議会に提出予定の議案のうち、教育委

員会関係分として、「令和５年度大分県一般会計補正予算（第１号）関係部分」

等、計４本の議案について、教育委員会の意見を求められました。 

   ついては、２ページにあります案のとおり「異議がない」旨を回答したいので

提案させていただきます。 

   説明は教育委員会資料により順次担当課長が行いますので、ご審議のほどよろ

しくお願いします。  

 

（神﨑教育財務課長） 

 第５３号議案「令和５年度大分県一般会計補正予算（第１号）｣の教育委員会所

管分について、説明します。４ページをご覧ください。 

今回の７月補正予算案は、知事選後の肉付予算案として提出するものです。 

   表の下から３段目、２重線で囲んでいる教育委員会計の７月補正予算額は、１

０億１，６０９万６千円です。この結果、補正後の予算総額は、その２つ右の欄

にありますように、１，０６５億１，０２３万２千円となります。これを「令和

４年度当初予算額」と比較しますと、４１億６，７８２万５千円の減になり、率

にすると、３.８％の減となります。 

   内訳は、事業費が１２億１,７７４万３千円の増、人件費が５３億８,５５６万

８千円の減となっております。事業費の増は、物価高騰の影響や、新規事業の計

上などによるものです。人件費の減は、定年年齢の引き上げに伴う退職手当の減

などによるものです。 

主な事業については、５ページの「７月補正予算案の概要」で説明いたします。 

   １番の「地域における個別最適な学び推進事業」の補正予算案は、１，０３３

万８千円です。地域の高校において多様な進路選択に必要な教科探究力を向上す

るため、大学と連携した特別講座等を実施するものです。なお、事業名の上にあ
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る「特」は特別枠予算を、「新」は新規事業であることを示しています。 

   ２番の「未来を創る学力向上支援事業」の補正予算案は、４６５万７千円です。

中学生の英語力を客観的に把握し、授業改善につなげるための民間テストを実施

するものです。 

   ３番の「おおいたスクールヘルスケア事業」の補正予算案は、１３９万４千円

です。将来の健康に大きな影響を及ぼす児童生徒の肥満の改善・予防を図るため、

学校と家庭、地域の医師会等の関係機関が連携して食習慣・生活習慣の改善等に

向けた個別支援を実施するものです。 

   ４番の「学校部活動改革サポート事業」の補正予算案は、１，０００万円です。

高校における運動部活動の充実を図るため、生徒の主体性を育成する講座等を実

施するものです。 

   ５番の「県立学校施設整備事業」の補正予算案は、８億６１４万７千円です。

教育環境の改善を図るため、県立学校の施設や設備の整備を行うものです。今回、

脱炭素化に向けた改修や、大分地区新設特別支援学校のグラウンド整備等を実施

いたします。 

   ６番の「学校給食費」の補正予算案は、１，０１７万５千円です。給食費等の

値上げを抑制し、保護者の経済的負担を軽減するため、給食を実施する県立高校

等において、食材費の増加分を支援するものです。 

   ７番の「ＤＸによる図書館サービス推進事業」の補正予算案は、４,４５０万５

千円です。図書館サービスの充実を図るため、郷土資料のデジタル化を進めると

ともに、保存環境の整備等を行うものです。 

８番の「やさしい日本語活用促進事業」の補正予算案は、１８７万２千円です。

社会教育施設において、外国人等に「迅速に、正確に、簡潔に」情報が伝わる「や

さしい日本語」に関する学習会等を実施するものです。 

最後に、９番の「全国高校総体競技力向上対策事業」の補正予算案は、１,８６

８万４千円です。令和６年度に北部九州ブロックで開催される全国高等学校総合

体育大会における本県代表校及び選手の入賞に向け、高校生を対象とした競技力

向上対策を実施するものです。 

続いて、第６６号議案「車両の取得」についてご説明します。６ページをご覧

ください。 

予定価格７，０００万円以上の動産の買い入れについては、大分県県有財産条

例第２条の規定により議会の議決に付すこととされていることから、今回のスク

ールバス３台の取得にあたり、議案を提出するものです。 

今回調達する車両は、「３ 車両取得の概要」にあるとおり、大分支援学校、

日出支援学校及び来年４月に開校予定の大分地区新設特別支援学校の３校で使用

する、大型のスクールバス３台です。 

児童・生徒の通学時の送迎用として利用し、子どもたちの安全な通学手段の確

保や、通学時の保護者負担を軽減することで、特別支援教育の充実を図るもので

す。 

契約の方法は一般競争入札で、取得予定額は１億５，７３５万５千円です。 
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契約の相手方は、三菱ふそうトラック・バス株式会社九州ふそう大分支店です。 

 

（吉雄教育人事課長） 

続いて、第６５号議案「大分県立学校職員及び大分県市町村立学校県費負担教

職員定数条例の一部改正について」ご説明します。７ページをご覧ください。 

「１ 改正の内容」をご覧ください。５月１日を基準日とする学校基本調査に

より、令和５年度の児童・生徒数が確定しました。これに伴い、県立学校職員及

び市町村立学校県費負担教職員の定数も確定しましたので、条例改正を行うもの

です。 

   「２ 増減の内訳」をご覧ください。まず、県立学校職員については、特別支

援学校の児童生徒数等が増加したことに伴い、県立学校合計で１５人の定数増と

なっています。 

市町村立学校の県費負担教職員については、児童生徒数が１，２４８人減少し

たことに伴い、小中学校合計で３７人の定数減となっています。  

次に、第５６号議案「職員の特殊勤務手当支給条例等の一部改正について」教

育委員会関係分を説明します。８ページをご覧ください。 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、国及び各県

の均衡を考慮し、新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための

防疫等作業に従事する職員に支給されている特殊勤務手当の特例を廃止するもの

です。 

この特例については、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、令和２年度か

ら実施されており、表に記載のとおり、宿泊療養施設等で患者の対応等にあたっ

た場合に支給されるものとなっています。 

このほか、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に伴う条ズレの対応や

手当の名称変更など、規定の整備を行うものです。 

以上です。 

 
（岡本教育長） 

ただ今説明のありました議案について、審議を行います。 
ご質問・ご意見はありませんか。 

 
（岩崎委員） 

５ページの県立学校施設整備事業について、脱炭素化に向けた改修とは具体的

にどのようなことをするのですか。 
 
（神﨑教育財務課長） 

地球温暖化に対応して、２０５０年カーボンニュートラルを目指す中、今後、

大規模改修工事を行う際には、高断熱化や高効率化の設備、例えば照明を改修す

る際は、ＬＥＤでの整備を原則とします。 
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（林委員） 
６ページのスクールバスの価格ですが、一般的にはスクールバスの価格はいく

らぐらいなのですか。 
 

（神﨑教育財務課長） 
スクールバスはリフトが付いている等、特別仕様であるため、一般のバスより

も価格が高くなっています。今回取得するスクールバスは１台あたり５，０００

万円超と高額になっていますが、これは昨今の半導体不足や、人件費及び資材価

格の高騰の影響によるものです。 
 

（高橋委員） 
５ページの学校部活動改革サポート事業について、キャプテン塾とはどういう

ものか、具体的に教えてください。 
 
（佐保体育保健課長） 

この事業は民間に委託して実施する予定にしています。その中で、対象となる

各部活動のキャプテンやリーダーを集め、元ラグビー日本代表の廣瀬俊朗氏など

を招いた講演などを行い、リーダーとなる人材を育てる取組をしていきます。 
 

（高橋委員） 
同じく学校部活動改革サポート事業について、マネジメント研修の実施とあり

ますが、これは外部コーチも含めて実施するのですか。それとも学校の部活動の

顧問だけが対象なのですか。 
 

（佐保体育保健課長） 
今回の事業については、すべての顧問を対象とはしていません。キャプテン塾

参加校の指導者を対象としています。 
 

（鈴木委員） 
５ページの「やさしい日本語」活用促進事業についてです。豊後大野市の国際

交流協会が、技能実習生に日本語を教えるボランティア活動を行っていますが、

ボランティアの方達は移動の交通費くらいしか支給されないそうです。ほぼ無償

で活動していただいていますので、少しでも負担が軽くなる支援や仕組みづくり

をしていただきたいと思います。 
同じく５ページの、全国高校総体競技力向上対策事業についてですが、他校と

の合同練習や試合に行く際に、保護者がほとんど出費をしなくて済んでいます。

高いレベルの練習に参加ができ、様々な学校の生徒と一緒に競技ができるのは本

当にありがたいと思っています。このような支援のありがたさは、生徒達も感じ

ていると思うので、よろしくお願いします。 
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（岡本教育長） 
では、第１号議案の承認についてお諮りします。 

承認される委員は、挙手をお願いします。 

 

（採 決）全員挙手 
 

（岡本教育長） 

第１号議案について、提案のとおり承認します。 

 

【報 告】 

① 安心院高校の魅力化及び全国募集の進捗状況について 

（２課〔教育改革・企画課、高校教育課〕入室） 
 
（岡本教育長） 

それでは、報告第１号「安心院高校の魅力化及び全国募集の進捗状況について」

高校教育課長から説明をしてください。 

 
（山田高校教育課長） 
   安心院高校の学校魅力化及び全国募集に向けた取組についてご報告します。 

最初に、安心院高校のホームページにて公開されるプロモーション動画をご紹

介します。大型モニターをご覧ください。 
 

（動画視聴 ４分間） 
 

ご覧いただいた動画は、安心院高校のホームページ上の全国募集ランディング

ページにて公開予定です。昨年度はＳＮＳにおける安心院高校の広告動画から、

ランディングページに、６０万回以上のサイトアクセスがありました。今年度は

６月中旬よりＳＮＳでの広告配信を行っており、ランディングページの他、８月

に行われる体験入学の案内についても県外に発信していく予定です。 
続いて、安心院高校の学校魅力化について説明します。安心院高校では、令和

６年度より、安心院ならではの食文化である「発酵・醸造」をテーマとした学び

を展開します。安心院高校の特徴的な学校設定教科である「地球未来科」の内容

をリニューアルし、新たな教育プログラムを実施します。その学びの方向性は２

点あります。１点目は探究的な学習により研究を深める学び、２点目はアップサ

イクルによるアイデア創出に取り組む創造的な学びの２本柱になっています。ア

ップサイクルとは、廃棄物に新たな付加価値を持たせることにより、新しい製品

へとアップグレードする手法のことです。安心院高校は「地球未来科」での新た

な学びにより、将来、地域づくりや地域の産業振興に貢献できる人材育成を行い
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ます。またこれらの探究的な学びは、大学進学時の総合型選抜等への活用などキ

ャリアパスにつながるものとも考えています。 
１ページの下段をご覧ください。地元企業等と連携した具体的取組について、

「体験的な学び」と「研究や企画提案を通した探究活動」に分けて記載していま

す。 
これらの取組を、地元企業が中高生に対してすでに行っている支援の延長とし

て、協力を得ながら、実施いたします。 
   ２ページをご覧ください。上段には令和６年度からの「地球未来科」の３年間

の構成を記載しています。１年次から、発酵・醸造についての探究的な学びとア

ップサイクルに係るアイデア創出の学びを交互に行い、３年次の個人研究のつな

げる計画となっています。なお、本年度の入学生につきましても、実施可能な内

容については先行して実施しています。 
続いて、全国募集に係る進捗状況について説明します。２ページの下段をご覧

ください。安心院高校では、今年度より学校運営協議会を設置しました。安心院

高校の魅力づくりに係る取組に対してご意見をいただき、協議を行う運営協議会

の開催を予定しています。 
次に、全国募集に係る住居環境について説明します。県外からの進学者は、ホ

ームステイによる３年間の高校生活を送ることができます。宇佐市がホームステ

イの受入先を募集しており、現在は一家庭から希望があり、登録されています。

引き続き、募集を継続します。なお、ホームステイに係る費用については、宇佐

市から補助を受けることになっています。 
今後の県外からの志願者の募集については、今年度より参加している「地域み

らい留学」を活用したオンラインでの学校説明会や、東京で行われる個別相談会

にて、情報発信を広く行う予定です。 
引き続き、安心院高校の新たな学びによる魅力づくりを推進し、全国からの志

願者を含め、定員の確保が実現できるよう高校教育課としても支援していきます。 
報告は以上です。 

 
（岡本教育長） 
   地域みらい留学の内容及び、県外からの応募状況を説明してください。 
 
（小野参事（総括）［高校教育課］） 
   地域みらい留学について説明します。全国の中で、かなりの数の学校が全国募

集を行っています。その学校を集め、全国の希望する中学生を対象にイベントを

開催し、マッチングを図る仕組みが、地域みらい留学です。全国から２千人、３

千人規模の中学生が集まっている状況ですので、安心院高校も登録し、参加して

います。全国募集の進捗ですが、現在、県外の中学生から申し入れが数件あり、

体験入学に参加したいという声をいただいている状況です。 
 
（高橋委員） 
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   安心院高校の、「発酵・醸造」をテーマとした学びは、すごく良い取組だと思

います。なぜかというと、葡萄を収穫し、その葡萄をお酒に変えるような体験が

できる高校は、全国的にもなかなかないからです。安心院で葡萄を育てながら、

ワインや醸造に携われる仕事に就くようなことができれば、卒業後もそのまま安

心院に居住してもらえるのではないかと思います。この取組が続けば、一次産業

から三次産業まで携わっていける形になるので、もっとアピールしていただきた

いと思います。 
 
（岩武委員） 
   説明の中で、農業科ではなく地球未来科の新たな学びで進めていくということ

でしたが、最終的な出口として、地球未来科を受講科目に含む生徒は、進学希望

を主体にしているのかどうかということと、地球未来科の学習内容は教育課程の

中でどのように位置づけているのか、つまり学校設定科目の中で行うのかどうか

ということについて、教えてください。 
 
（山田高校教育課長） 
   地球未来科については、現在は国の研究開発指定を受けている状況ですが、い

ずれは「総合的な探究の時間」の位置づけになります。基本的には普通科ですの

で、全ての生徒を対象にして、「総合的な探究の時間」として学ばせることにな

ります。探究的な学びと、アップサイクルのアイデア創出の学びの両方を行いま

すので、進学と就職の両方に対応できるような学びにしていきたいと考えていま

す。 
 
（岩武委員） 
   とても良い取組だと思います。「総合的な探究の時間」は、週に１時間、多く

ても２時間かと思います。その中で地球未来科の学びをどう生かすかということ

もあると思います。大分県には様々な環境がありますので、醸造を徹底的に学び、

高校卒業後すぐに醸造関係の会社に就職できるようになると、良い魅力になると

思います。この点を検討していただきたいと思います。 
 
（山田高校教育課長） 
   今、地球未来科については「総合的な探究の時間」を中心に行うという説明を

しましたが、各教科との学びとの連動も当然必要になってきますので、例えば、

醸造・発酵であれば、理科の学習の中で関連した内容を考察させたり、あるいは

農業のコースであれば、栽培から地球未来科の学びと連携させたり、あるいは販

売戦略であれば商業コースと連携させたりと、本来各コースが持っている教科の

学びと上手く連動させながら実施したいと考えています。 
 
（岩武委員） 
   今後、体系づけるということですね。 
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（林委員） 
   最後は個人研究をやって、さらに学びを深めるということで、一番最後に研究

発表会で研究者等による評価を行うことになっていますが、評価者は具体的には

どのような方を考えていますか。 
 
（山田高校教育課長） 
   現時点では決まっていませんが、地元企業の研究者や大学の研究者を想定して

います。 
 
（林委員） 
   提案ですが、この研究課題は、日本農芸化学会という大きな学会で行っている

研究に当たります。発酵学や醸造学は基本的なところであり、農学部が中心にな

りますが、工学部の中にもあります。日本農芸化学会の中には、高校生の発表部

門があり、以前は大分県の農業系の高校も発表しています。発表すると、大学の

先生から直接、意見をもらえます。是非、そこで発表してはどうですか。そのよ

うな発表を目指すと、全国の大学の先生から注目されるようになると思います。 
 
（山田高校教育課長） 
   最終的なゴールは、そのようなところまで含めて、より高みを目指していきた

いと思います。 
 
（高橋委員） 
   大分県には３８の造り酒屋があります。なぜ数多くあるのかというと、山があ

って寒暖差が激しい環境が酒造りに適しているからだと思います。今、ワインや

日本酒の醸造所が北の地域に増えています。しかし、九州でも美味しいお酒を造

ることができるのはなぜかということについて、醸造を通して、地理的な理由な

どを深掘りしてほしいと思います。美味しいお酒ができる理由の検証をしてみる

のも良いのではないかと思います。 
 
（岩崎委員） 
   ホームステイは、日本語では下宿と訳されます。より家族的な対応がされると

いう面で、ホームステイと下宿とは若干、実態あるいはニュアンスが異なるので

はないかとも思われます。全国募集に向けた地域との連携の中で、下宿ではなく

ホームステイという表現にしたことについて、何か特別な意味合いがあるのかを

教えてください。 
 
（山田高校教育課長） 
   下宿とホームステイの区別ですが、完全な間借りだけの部分と、本当の意味で

のホームステイというところがあります。現在、ホームステイの受入先を募集し

ていますが、実際には受入先のご家族の希望等を踏まえて、柔軟に対応していき



 - 12 -

たいと思います。ホームステイだけとか、下宿だけの募集ではなく、受入先をよ

り多く確保することを目指して、柔軟な対応を考えたいと思います。 
 
（岩崎委員） 
   今の説明だと、ホームステイと下宿では、概念が違うという意識を持っている

のですか。 
 
（山田高校教育課長） 
   はい。 
 
（岩崎委員） 
   ホームステイという形を打ち出しているということは、そういう面も強調して

いきたいという思いですか。 
 
（山田高校教育課長） 
   はい。もともと、グリーンツーリズムの発祥の土地柄ですので、県外からの生

徒が受入先の家族と触れあい、地域の良さも感じて、卒業後も地域に残ってもら

いたいという願いもあります。 
 
（鈴木委員） 
   ランディングページを見た中学生が非常に興味を持つ内容になっていると思い

ます。ぜひ、ＳＮＳでも広告を出すと良いと思います。今の若者には、ＳＮＳな

どのツールでアプローチをしていかないと、目にしてもらえないと思います。時

間もお金もかけなくてできる取組だと思いますので、気軽に発信して、今の安心

院高校の素晴らしさをたくさん伝えてほしいです。 
 
（岩武委員） 
   以前、調べたところ、日本酒の吉乃川が造られている新潟県に、醸造科がある

高校がありましたが、少子化により閉校になっています。現在、日本全国で、醸

造科はないのではと思います。「発酵・醸造」をテーマとした学びが最終的に軌

道にのれば、日本唯一の醸造科になり、それが大分県の環境の中で出来れば、全

国募集でさらに生徒が集まるのではないかと思います。それぐらいの勢いでやっ

ていただきたいと思います。 
 
（岡本教育長） 

それでは、先に非公開と決定しました議事を行いますが、その前に、公開の議 
事でその他、何かありますか。 

 

（岡本教育長） 

では、非公開の議事を行いますので、傍聴人は退出してください。 
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【議 案】 

第２号議案 教職員の分限処分について 

（２課〔教育改革・企画課、教育人事課〕入室） 
 
（岡本教育長） 

それでは、第２号議案「教職員の分限処分について」提案しますので、教育人

事課長から説明をしてください。 

 

（説明） 

 

（岡本教育長） 

ただ今説明のありました議案について、審議を行います。 

ご質問・ご意見はありませんか。 

 

（質問・意見） 
 
（岡本教育長） 

第２号議案の承認についてお諮りします。 

承認される委員は、挙手をお願いします。 

 

（採 決）全員挙手 
 

（岡本教育長） 

第２号議案について、提案のとおり承認します。 

 

（岡本教育長） 
最後にその他、何かありますか。 
それではこれで、令和５年度第７回教育委員会会議を閉会します。 
ありがとうございました。 

 


